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国
勢
調
査
を
実
施
し
ま
す

〜
東
日
本
大
震
災
後
の
初
め
て
の

国
勢
調
査
で
す
〜

国
勢
調
査
は
、
日
本
に
住
ん
で

い
る
全
て
の
世
帯
の
皆
さ
ん
が
調

査
対
象
で
、
人
口
・
世
帯
の
構
造

を
明
ら
か
に
す
る
調
査
で
す
。

調
査
の
結
果
は
、
社
会
福
祉
、

雇
用
対
策
、
生
活
環
境
の
整
備
な

ど
、
私
た
ち
の
日
々
の
暮
ら
し
に

役
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

９
月
10
日
㈯
〜
20
日
㈰
ま
で
の

間
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
回
答
が

で
き
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
が
で
き

な
か
っ
た
世
帯
に
、
９
月
21
日
㈫

か
ら
、
調
査
員
が
訪
問
し
調
査
票

を
配
布
し
ま
す
。

ご
記
入
い
た
だ
い
た
調
査
票
は
、

調
査
書
類
収
納
封
筒
に
入
れ
て
調

査
員
に
手
渡
し
い
た
だ
く
か
、
郵

送
提
出
用
封
筒
に
入
れ
て
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
総
合
政
策
課　

☎（
40
）5
5
5
0

介
護
保
険
か
ら
の

お
知
ら
せ

■
負
担
限
度
額
認
定
申
請

　

介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
）・
介
護
老
人
保

健
施
設
（
老
人
保
健
施
設
）・
介

護
療
養
型
医
療
施
設
（
療
養
病
床

等
）
短
期
入
所
生
活
介
護
（
シ
ョ

ー
ト
ス
テ
イ
）
を
ご
利
用
の
方
が

対
象
で
す
。　

世
帯
非
課
税
で
預
貯
金
等
が

１
千
万
円
以
下
（
夫
婦
は
２
千
万

以
下
）
の
方
は
、
申
請
に
よ
り
食

費
と
居
住
費
が
減
額
に
な
り
ま
す
。

　

介
護
保
険
法
が
改
正
さ
れ
今
年

度
よ
り
要
件
が
変
更
に
な
り
ま
し

た
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

申
請
月
の
１
日
か
ら
適
用
に
な

り
ま
す
の
で
、
該
当
の
方
は
早
め

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
介
護
保
険
負
担
割
合
証
の
交
付

に
つ
い
て

　

平
成
27
年
度
の
介
護
保
険
法
改

正
に
よ
り
８
月
１
日
か
ら
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
割
合
の

見
直
し
が
行
わ
れ
ま
す
。

利
用
者
負
担
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
は
所
得
に
か
か
わ
ら
ず
一

律
に
サ
ー
ビ
ス
費
の
１
割
と
し
て

い
ま
し
た
が
、
８
月
１
日
か
ら
65

歳
以
上
の
方
（
第
１
号
被
保
険

者
）
の
う
ち
、
平
成
26
年
中
に
お

い
て
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
方

（
※
）
に
は
サ
ー
ビ
ス
費
の
２
割

を
ご
負
担
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。
40
歳
か
ら
65
歳
未
満
の
方

（
第
２
号
被
保
険
者
）
は
、
１
割

負
担
と
な
り
ま
す
。
有
効
期
間
は

毎
年
８
月
１
日
か
ら
翌
年
７
月
31

日
ま
で
で
す
。
要
介
護
・
要
支
援

認
定
を
受
け
て
い
る
方
に
は
負
担

割
合
（
１
割
ま
た
は
２
割
）
が
記

載
さ
れ
た
介
護
保
険
負
担
割
合
証

を
郵
送
し
ま
す
。

ま
た
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
す
る
際
は
介
護
保
険
被
保
険

者
証
と
と
も
に
、
こ
の
証
を
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
や
施
設
に
ご
提
示
く

だ
さ
い
。

※ 

一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
方

と
は
、
平
成
26
年
中
に
お
い

て
本
人
の
合
計
所
得
金
額
が

1
6
0
万
円
以
上
で
、
な
お

か
つ
同
一
世
帯
の
第
１
号
保

保
険
者
の
年
金
収
入
＋
そ
の

他
の
合
計
所
得
金
額
が
単
身

2
8
0
万
円
以
上
の
方
、
２
人

以
上
世
帯
3
4
6
万
円
以
上

の
方
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

高
齢
福
祉
課

　

☎（
40
）１
１
１
５

８
月
１
日
よ
り
国
保
高
齢
受

給
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

70
歳
か
ら
74
歳
の
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
の
方
へ
、
８
月
１

日
よ
り
利
用
で
き
る
高
齢
受
給
者

証
を
７
月
下
旬
に
送
付
し
ま
し
た
。

病
院
等
を
受
診
す
る
際
は
、
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証（
保
険
証
）

と
一
緒
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
新
し
い
高
齢
受
給
者
証

は
、
26
年
中
の
所
得
状
況
に
よ
り

一
部
負
担
金
の
割
合
が
決
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

平
成
27
年
７
月
31
日
有
効
期
限

の
高
齢
受
給
者
証
は
、
各
庁
舎
市

民
課
窓
口
へ
ご
返
却
い
た
だ
く
か
、

ご
自
身
で
破
棄
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
高
齢
受
給
者
証
の
適
用
時
期

１
日
生
ま
れ
の
方
は
70
歳
に
な

る
誕
生
月
の
１
日
か
ら
、
２
日
以

降
生
ま
れ
の
方
は
70
歳
に
な
る
誕

生
月
の
翌
月
１
日
か
ら
、
受
給
者

証
を
適
用
月
の
前
月
末
ま
で
に
ご

自
宅
へ
郵
送
し
ま
す
。

■
高
齢
受
給
者
証
の
有
効
期
限

　

平
成
28
年
７
月
31
日

　

た
だ
し
、
75
歳
の
誕
生
日
を
迎

え
る
方
は
誕
生
日
の
前
日
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課　

☎（
40
）5
5
5
6

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用

認
定
証
・
標
準
負
担
減
額
認

定
証
の
更
新
時
期
で
す
！

認
定
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31

日
で
す
。
８
月
１
日
以
降
も
認
定

証
が
必
要
な
と
き
は
申
請
が
必
要

で
す
。

医
療
費
が
高
額
に
な
る
と
き
限

度
額
認
定
証
を
提
示
す
る
こ
と
に

よ
り
、
医
療
費
の
支
払
い
が
自
己

負
担
限
度
額
ま
で
に
な
り
ま
す
。

住
民
税
課
税
世
帯
の
方
は
「
限

度
額
適
用
認
定
申
請
」、
住
民
税

非
課
税
世
帯
の
方
は
「
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
申
請
」

と
な
り
ま
す
。

※ 

限
度
額
適
用
申
請
は
、
国
民
健

康
保
険
税
の
未
納
が
な
い
方

が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、（
食
事
療
養
費
）
標
準

負
担
額
減
額
認
定
申
請
は
、
資
格

証
明
書
を
除
く
住
民
税
非
課
税
世

帯
の
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

※ 

70
歳
以
上
の
方
は
限
度
額
適
用

認
定
証
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
住
民
税
非
課
税
世
帯

の
方
は
「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
申
請
」
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
申
請
開
始　

８
月
１
日
か
ら

■
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課　

☎（
40
）5
5
5
6

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

相　
　

談

就　
　

職

募　
　

集

くらしの情報


